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急傾斜地崩壊対策工事費の詳細 

 

都市安全部 公園河川課 

 

 １ 事業概要 

  中山桜台５丁目地内および月見山２丁目地内において、土砂災害特別警戒区域に指定された

市所有斜面地の所有者責任として、同区域内の住家等に係る範囲について、その解除を目的と

した対策工事を行う。 

 

 ２ 工事箇所 

  １）中山桜台５丁目 

 

  ２）月見山２丁目 

 

対策実施箇所 

対策実施箇所 



３ 工事内容 

対策工事費 114,300（千円） 

１）中山桜台５丁目 杭式待受防護柵工 L=85.3m 
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２）月見山２丁目 柔式待受防護柵工 L=31.5m 
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